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雇用における男女平等に関する要請 

 

 

 貴職におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、日頃

より弊会の活動に対しまして、ご高配を賜っていることに深く感謝申し上げます。 

 

 連合は、すべての労働者の人権が尊重され、あらゆる分野への参画の機会が保障さ

れ、役割と責任を分かち合う社会、また、性別や雇用形態にかかわらず、すべての労

働者が仕事と生活の調和の取れるワーク・ライフ・バランス社会の実現に取り組んで

います。人口減少、超少子高齢化社会を迎え、将来にわたって持続可能な社会づくり

が求められている中、女性の参画を促進し、男女がともに安心していきいきと働ける

就業環境の整備は大変重要な課題となっています。 

 

1986年に男女雇用機会均等法が施行されて以降、育児・介護休業法や次世代育成支

援対策推進法、また、近年には女性活躍推進法が制定されるなど、一定の法整備は進

んできました。しかし、固定的性別役割分担意識のもと、家事や育児、介護が女性に

偏りがちな中、女性の管理職比率や勤続年数は男性におよばず、男女間賃金格差は依

然として大きく開いたままです。加えて、昨今、ドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）を含む仕事の世界における暴力とハラスメントや性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）

に関わる差別が社会問題として浮上しており、これらに関する労働分野における窓口

としての雇用環境・均等室の役割は一層大きくなっていると考えます。 

 

連合としても、貴職と緊密な連携をはかりつつ、だれもが個性や能力を発揮できる

ジェンダー平等の実現に向けて、すべての労働者の就業環境の整備と待遇改善に努め

ていきたいと考えています。 

 

 つきましては、下記の事項に関してお取り計らいくださいますよう要請いたします。 

 

記 

 

１．雇用における男女平等参画を推進するにあたっては、まずは、長時間労働をは

じめとする男性中心型労働慣行等を変えていく必要があることから、県内企業に

対して長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進を働きかけること。 

 



 

２．仕事と育児、介護が両立できる就業環境の整備に向けて、育児・介護休業法に  

おける有期雇用労働者の休業取得要件など各種制度の周知徹底や、相談対応・指導

を強化すること。また、両立支援等助成金や介護サービス等の情報提供とともに、  

職場における相談窓口の設置等の取り組みを推進すること。 

 

３．先般法制化されたパワーハラスメント防止措置について周知徹底を行うとともに、

今年 6月のＩＬＯ総会で採択された「仕事の世界における暴力とハラスメント」に

関する条約の内容を踏まえ、職場におけるあらゆるハラスメントの一元的な相談対

応など、ハラスメントのない就業環境の整備に向けた取り組みを推進すること。 

 

４．男女雇用機会均等法にもとづく指針等を踏まえ、セクシュアル・ハラスメントの

防止措置について、取引先や顧客など第三者からの行為も対象であること、性別役

割分担意識にもとづく言動（いわゆる「ジェンダー・ハラスメント」）をなくしてい

くことが防止効果を高める上で重要である点など、改めて周知徹底を行うこと。 

その際、具体的にどのような言動が該当するのか、事例などを交えた資料などを 

作成すること。 

 

５．2018 年 1 月のモデル就業規則の改正により、性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に 

関するハラスメントが禁止事項に追加された旨を各職場へ積極的に周知すると 

ともに、労働局においても相談対応に必要な研修を継続的に実施すること。 

 

６．次世代育成支援対策推進法にもとづく認定制度や、育児・介護休業法にもとづく

各種制度の普及・推進を通じて、男性の育児休業取得促進をはじめ、仕事と育児、

介護の両立支援を強化すること。 

 

７．女性活躍推進法にもとづく一般事業主行動計画について、いわゆる「ＰＤＣＡ  

サイクル」と男女間賃金格差の把握・解消が重要であることを周知し、中小企業も

含めて積極的な状況把握・分析、計画の策定・見直しを促すこと。併せて、就職活

動中の学生や求職者に対して、データベース等の周知を積極的に行うこと。 

 

８．仕事と治療の両立に向けて、十分に認知されていると言い難い「山口産業保健総

合支援センター」の積極的な周知を行うこと。加えて、山口県地域両立支援推進チ

ームが作成した「治療と仕事の両立支援連絡帳」がより活用されるよう病院や事業

主に対するはたらきかけを強化すること。 

 

９．雇用環境・均等室に所属するすべての職員が、男女平等や両立支援の推進はもと

より、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）を含む仕事の世界におけるハラスメ

ントの防止、性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関わる差別の解消など、様々なジェ

ンダーに関する課題に対応できるよう、継続的に研修を実施すること。 

 

以 上 

 


